
二重債務問題への対応方針

Ⅰ．中小企業及び農林水産業等向け対応

Ⅱ．個人住宅ローン向け対応

①再生に向けた相談窓口の設置
と公的な旧債務整理プロセス
の拡充・強化

・ 「中小企業再生支援協議会」を核とした相談
窓口体制の拡充
⇒被災中小企業者の再生を強力に後押し

・ 「中小企業再生ファンド」の新設
⇒出資や債権買取り等を含めた支援を実施

※その他、金融検査マニュアルの運用明確化、

農林水産業向け融資制度の周知等

②個人向けの私的整理ガイドライ
ンの策定等

・金融機関が、法的整理によらず、私的に行っ
た債務免除についても無税償却等が可能と
なる方策を検討

・中小の法人企業向けの更なる方策について
も検討

③再生可能性を判断する間の
利子負担の軽減等

・津波被災地など①のプロセスにおいて再生
可能性の判断をするまでに一定の時間を要
する場合、その間、中小企業の旧債務が雪
だるま式に増大し、再生を阻害することを避
ける方策を検討

①公庫等による融資制度の拡充

・ 「東日本大震災復興特別貸付」の創設
・ 「特別利子補給制度」において最大で無利子
化まで可能とする制度の創設

・ 小規模事業者が無担保・無保証で利用できる
「マル経融資」及び「衛経融資」の拡張

・ 農林水産業向け災害復旧資金の融資につい
て、一定期間実質無利子化等を措置

・ 医療・社会福祉施設向け災害復旧資金の融
資について、一定期間無利子化等を措置

②信用保証制度の拡充

・ 「東日本大震災復興緊急保証」の創設

③リース信用保証制度を始めとした
設備導入支援策の検討

④原発事故被災者への「特別支援制
度」の創設

⑤二重債務をできる限り負わずに
再出発可能な事業環境の整備

・ 共同利用施設等の復旧について国が支援
・ 中小企業基盤整備機構が仮設工場等を整
備し、中小企業等に原則無料貸出し

①住宅金融支援機構における既存ローン
の返済猶予等

②個人向けの私的整理ガイドラインの策定

③住宅再建を目指す方の負担軽減

①住宅金融支援機構による金利引下げ・
返済期間の延長

②災害公営住宅の供給

①金融機関への資本参加・
要件の緩和

・ 「金融機能強化法」及び「信用事業再
編強化法」の改正

②金融機関の無税償却等の
弾力化

・個人向け私的整理ガイドラインの策定

Ⅲ．金融機関向け対応
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※今後、水産業を始めとした地域関連産業向

けを含め、支援の拡充を検討


